
●開催日時

２０１９年２ 月 ８ 日（金）

午後２時～４時
●開催場所

江東区産業会館 会議室
江東区東陽4-5-18 江東区産業会館2階
（東京メトロ東西線 東陽町駅4番出口 徒歩1分）

●セミナー内容
・創業時や経営のなかでよくある法律問題とは
・経営者が知って得する法律知識
・上手な弁護士への相談方法 など

●参 加 費 無料

●定 員 ５０名
定員になり次第、締切となります。ご参加いただけない
場合のみ事務局よりご連絡いたします。

●申込方法
下記に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みいただくか
東商イベントカレンダーよりお申し込みください。
参加券は特に発行いたしませんので、当日受付にて、本参加
申込書またはお名刺をご提示ください。

■ 概 要

中小企業を取り巻く経営環境が大きく変化し、直面する経営の課題が多様化するなか、これまで以上に中
小企業経営者に法律の知識が求められてきています。しかし、契約や取引上のトラブル対応、債権の回収、
雇用・労務、知的財産など、経営に関する法律の分野は非常に多岐にわたり、法律の専門家ではない経営者
がそれらをすべてを網羅して把握することは簡単ではありません。
そこで、今回のセミナーでは様々な相談が寄せられる江東支部の法律相談を担当されている小暮典子弁護

士に、創業時や経営のなかで出てくる様々な法律問題について、頻出するポイントを絞って解説いただくと
ともに、上手な弁護士への相談方法についてもお話いただきます。ぜひ奮ってご参加ください。

FAX: 03-3699-5511
東京商工会議所 江東支部 行

◆ご提供いただいた情報は、本事業に関する連絡・記録のために使用いたします。また、東京商工会議所が主催する各種事業のご案内
（ＤＭ及びＦＡＸ）のために使用する場合があります。
◆今後のFAX案内が不要の場合はお手数ですが、右のチェックボックスに印を入れ本紙をFAXにてご返送ください → □（案内不要）

知って得する経営者のための法律知識 セミナー（２０１９年２月８日）参加申込書

【問合せ先】
東京商工会議所 江東支部 担当：橋﨑（はしざき）
（TEL:03-3699-6111）

会社名

参加者名 役職

所在地

ＴＥＬ ＦＡＸ

東京生まれ。慶應義塾大学大学院法学修士、中央
大学法科大学院法務博士。民間企業勤務を経て、２
００９年に弁護士登録。大学や行政機関での役職の
ほか、諸団体で相談員やセミナー講師を務める。企
業法務を得意とし、同族企業や起業にかかる各種法
律相談に幅広く対応し、中小企業をサポートしてい
る。

江東支部法律相談の担当弁護士が伝えたい

知って得する経営者のための法律知識

江 東 支 部中小企業経営者、後継者候補、創業者の皆様へ

●講師紹介

並木通り法律事務所
弁護士

小暮 典子 氏
（こぐれ のりこ）

～ 創業時や日々の経営によく出てくる法律を、ポイントを絞って解説 ～


